
種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会

報告 １４
専決処分の承認を求めることについて（和泉市税条例等の一部を改正する条例（令和
８年和泉市条例第１８号)）

議案 ３５ 財産取得について（リモートパソコン３９０台運用分）

議案 ３６ 製造請負契約締結について（１５ｍ級ポンプ付はしご消防車艤装）

議案 ３７
和泉市リージョンセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて

議案 ３８ 和泉市税条例の一部を改正する条例制定について

議案 ３９ 和泉市立人権文化センター条例の一部を改正する条例制定について

議案 ４０ 財産取得について（和泉市家庭系日常（可燃）ごみ指定袋）

議案 ４１
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規
約の変更に関する協議について

議案 ４２
和泉市農業体験交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につ
いて

議案 ４３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

議案 ４４ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について

議案 ４５ 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

議案 ４６ 和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

議案 ４７
和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例制
定について

議案 ４８
和泉市立小学校、中学校及び義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定につい
て

議案 ４９ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５０
和泉市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定
について

議案 ５１ 和泉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５２ 和泉市立図書館条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５３ 和泉市立体育館条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５４ 和泉市立運動施設条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５５ 和泉市温水プール条例の一部を改正する条例制定について

議案 ５６ 令和８年度和泉市一般会計補正予算（第１号）
所管

委員会

　◎　議案第５６号　令和８年度和泉市一般会計補正予算（第１号）

　　　○歳入  　 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  総務企画委員会

　　　○歳出のうち

  ２款　総務費 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  総務企画委員会

　３款　民生費 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

  ９款　教育費 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  厚生文教委員会

１２款　諸支出金 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　総務企画委員会

　　　○地方債補正

　　社会教育施設整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

令和８年和泉市議会第２回定例会付託案件表

分　割　付　託　案　件　内　訳

総務企画
委員会

都市環境
委員会

厚生文教
委員会



No.１

日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

1 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 監査報告 ９ 例月出納検査結果報告（会計室扱　令和７年１２月分） 別冊Ｐ.　２

４ 監査報告 １０ 例月出納検査結果報告（上下水道部企業出納員扱　令和７年１２月分） 別冊Ｐ.１６

５ 監査報告 １１ 例月出納検査結果報告（病院企業出納員扱　令和７年１２月分） 別冊Ｐ.３２　

６ 監査報告 １２ 例月出納検査結果報告（会計室扱　令和８年１月分） 別冊Ｐ.３７

７ 監査報告 １３ 例月出納検査結果報告（上下水道部企業出納員扱　令和８年１月分） 別冊Ｐ.５１

８ 監査報告 １４ 例月出納検査結果報告（病院企業出納員扱　令和８年１月分） 別冊Ｐ.６７

９ 監査報告 １５ 例月出納検査結果報告（会計室扱　令和８年２月分） 別冊Ｐ.７２

１０ 監査報告 １６ 例月出納検査結果報告（上下水道部企業出納員扱　令和８年２月分） 別冊Ｐ.８６

１１ 監査報告 １７ 例月出納検査結果報告（病院企業出納員扱　令和８年２月分） 別冊Ｐ.１０２

１２ 監査報告 １８ 定期監査（令和７年度第３次分）結果報告書 別冊

１３ 報告 ３ 一般財団法人和泉市文化振興財団令和７年度決算書類の提出について Ｐ．　４

１４ 報告 ４ 一般財団法人和泉市文化振興財団令和８年度事業計画書類の提出について Ｐ．　５

１５ 報告 ５ 一般財団法人和泉市公共施設管理公社令和７年度決算書類の提出について Ｐ．　６

１６ 報告 ６ 一般財団法人和泉市公共施設管理公社令和８年度事業計画書類の提出について Ｐ．　７

１７ 報告 ７ 令和７年度和泉市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について Ｐ．　８

１８ 報告 ８ 令和７年度和泉市一般会計継続費繰越計算書について Ｐ．１１

１９ 報告 ９
令和７年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書に
ついて

Ｐ．１３

２０ 報告 １０ 令和７年度和泉市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について Ｐ．１５

２１ 報告 １１ 令和７年度和泉市水道事業会計予算繰越計算書について Ｐ．１７

２２ 報告 １２ 令和７年度和泉市公共下水道事業会計予算繰越計算書について Ｐ．１９

２３ 報告 １３ 令和７年度放棄した私債権等の報告について Ｐ．２１

令和８年和泉市議会第２回定例会議事日程（第１日）

 (６月８日）



No.２

日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

２４ 報告 １４
専決処分の承認を求めることについて（和泉市税条例等の一部を改正する条例
（令和８年和泉市条例第１８号)）

Ｐ．２５

２５ 議案 ３５ 財産取得について（リモートパソコン３９０台運用分） Ｐ．６０

２６ 議案 ３６ 製造請負契約締結について（１５ｍ級ポンプ付はしご消防車艤装） Ｐ．６２

２７ 議案 ３７
和泉市リージョンセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
制定について

Ｐ．６４

２８ 議案 ３８ 和泉市税条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．６８

２９ 議案 ３９ 和泉市立人権文化センター条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．８７

３０ 議案 ４０ 財産取得について（和泉市家庭系日常（可燃）ごみ指定袋） Ｐ．９１

３１ 議案 ４１
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企
業団規約の変更に関する協議について

Ｐ．９３

３２ 議案 ４２
和泉市農業体験交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制
定について

Ｐ．９６

３３ 議案 ４３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．９９

３４ 議案 ４４ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１０１

３５ 議案 ４５ 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について Ｐ．１０４

３６ 議案 ４６ 和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１０７

３７ 議案 ４７
和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する
条例制定について

Ｐ．１１０

３８ 議案 ４８
和泉市立小学校、中学校及び義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定
について

Ｐ．１１３

３９ 議案 ４９ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１１６

４０ 議案 ５０
和泉市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例制定について

Ｐ．１１９

４１ 議案 ５１ 和泉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１２３

４２ 議案 ５２ 和泉市立図書館条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１２７

４３ 議案 ５３ 和泉市立体育館条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１３０

４４ 議案 ５４ 和泉市立運動施設条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１３３

４５ 議案 ５５ 和泉市温水プール条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１３７

４６ 議案 ５６ 令和８年度和泉市一般会計補正予算（第１号） Ｐ．１４０

令和８年和泉市議会第２回定例会議事日程（第１日）

 (６月８日）



日程 種別及び番号 件　　　　　　　　　名 摘要

１ 会議録署名議員の指名について

２ 一般質問について

令和８年和泉市議会第２回定例会議事日程 （第２日）

（６月２３日）



日程 種別及び番号 件　　　　　　　　　名 摘要

１ 会議録署名議員の指名について

２ 一般質問について

令和８年和泉市議会第２回定例会議事日程 （第３日）

（６月２４日）



日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

１ 会議録署名議員の指名について

２ 議案 ５７ 農業委員会委員の任命について Ｐ．１４７

３ 諮問 １ 人権擁護委員候補者を推薦することにつき意見を求めることについて Ｐ．１５８

４ 報告 １４
専決処分の承認を求めることについて（和泉市税条例等の一部を改正する条例
（令和８年和泉市条例第１８号)）

５ 議案 ３５ 財産取得について（リモートパソコン３９０台運用分）

６ 議案 ３６ 製造請負契約締結について（１５ｍ級ポンプ付はしご消防車艤装）

７ 議案 ３７
和泉市リージョンセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
制定について

８ 議案 ３８ 和泉市税条例の一部を改正する条例制定について

９ 議案 ３９ 和泉市立人権文化センター条例の一部を改正する条例制定について

１０ 議案 ４０ 財産取得について（和泉市家庭系日常（可燃）ごみ指定袋）

１１ 議案 ４１
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企
業団規約の変更に関する協議について

１２ 議案 ４２
和泉市農業体験交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制
定について

１３ 議案 ４３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

１４ 議案 ４４ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について

１５ 議案 ４５ 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

１６ 議案 ４６ 和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

１７ 議案 ４７
和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する
条例制定について

１８ 議案 ４８
和泉市立小学校、中学校及び義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定
について

１９ 議案 ４９ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について

２０ 議案 ５０
和泉市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例制定について

２１ 議案 ５１ 和泉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例制定について

２２ 議案 ５２ 和泉市立図書館条例の一部を改正する条例制定について

２３ 議案 ５３ 和泉市立体育館条例の一部を改正する条例制定について

２４ 議案 ５４ 和泉市立運動施設条例の一部を改正する条例制定について

２５ 議案 ５５ 和泉市温水プール条例の一部を改正する条例制定について

２６ 議案 ５６ 令和８年度和泉市一般会計補正予算（第１号）
所管

委員長報告

２７ 議案 ５８ 財産取得について（電子黒板機能付大型提示装置）
追加

Ｐ．　２

２８ 議案 ５９ 令和８年度和泉市一般会計補正予算（第２号）
追加

Ｐ．　４

２９ 議案 ６０ 令和８年度和泉市水道事業会計補正予算（第１号）
追加

Ｐ．　８

３０
議員提出

議案
４ ドナーミルクの利用拡大を求める意見書 別紙

３１
議員提出

議案
５ すべてのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書 別紙

３２
議員提出

議案
６ 核兵器禁止条約第１回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書 別紙

３３
議員提出

議案
７

皇室の伝統に基づく安定的皇位継承を確保するための法整備の早期実現を求め
る意見書

別紙

　令和８年和泉市議会第２回定例会議事日程（第４日）

 (６月２６日）

総務企画
委員長報告

都市環境
委員長報告

厚生文教
委員長報告



令和８年６月２６日
和泉市議会議長
山 本 秀 明 殿

提出者
吉川 茂樹 松田 義人 谷上 昇 坂本 健治 友田 博文
原 重樹 森 久往 阿部 博 飯阪 光典

ドナーミルクの利用拡大を求める意見書

標記の議案を別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出する。

（別紙）
議員提出議案第４号

ドナーミルクの利用拡大を求める意見書

我が国では、出生時の体重が２，５００グラム未満の低出生体重児が、約１０人に１人
の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な支援が必要とされる１，５００グ
ラム未満の極低出生体重児にとっては、感染症や合併症等のリスクを減らすため、出産後
すぐに母乳を与えることが有効とされている。
しかし、早産や帝王切開など母体の健康状態等により、母親から十分な母乳が得られな

い場合があり、寄付された母乳である「ドナーミルク」を提供する「母乳バンク」の取組
は極めて重要である。
現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法人日本財団母乳バン

クの２法人が国内３箇所の母乳バンク拠点の運営を担い、ドナーミルクを医療機関に提供
しているが、法的な仕組みとしては位置付けられていない。また、ドナーミルクの使用に
伴う費用等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録における事務
処理等が登録施設の拡充を阻んでいると考えられる。
よって国においては、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支える観点から、

次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。

記

１．医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミルクの法
的位置付けを一日も早く明確化すること。

２．ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの殺菌処理
及びドナーの検査等に対する支援を行うこと。

３．ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での周知機会の拡大を進
めること。

４．ドナーミルクの重要性及び正しい知識について、医療現場及び国民に対し広く普及啓
発を図ること。

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。

令和８年６月２６日

大阪府和泉市議会

内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策） 殿



令和８年６月２６日
和泉市議会議長
山 本 秀 明 殿

提出者
吉川 茂樹 松田 義人 原 重樹 森 久往 阿部 博
飯阪 光典

すべてのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書

標記の議案を別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出する。

（別紙）
議員提出議案第５号

すべてのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書

近年、家族等の介護や世話を無償で担う「ケアラー」の負担が深刻な社会問題となって
いる。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困
窮、そして学びや就業の機会喪失など、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしてい
る。とりわけヤングケアラーについては、法改正により、国および地方公共団体による支
援が法的に義務付けられたところである。
一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキ

ングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケア
ラーなど、その実態は多様化・複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にある。
国においても、「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」において、年代や就労の有

無を問わずケアラー支援の必要性が明記されたが、現在の取組は地方公共団体への支援に
とどまり、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度は未だ整備されていない。
現在の支援は、介護、障害、子育てなどの制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー

本人への支援は十分とは言えず、地域や自治体によって支援内容にも差が生じている。
よって、国においては、すべてのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立すること

なく、安心して生活し、就労や学びなど社会参加を継続できるよう、下記の事項について
速やかに取り組むよう強く求める。

記

１．ヤングケアラーに限らず、すべてのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を
明確にすること。

２．ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について、
分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。

３．地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置
を講じること。

４．ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること。

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。

令和８年６月２６日

大阪府和泉市議会

内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策）、
財務大臣 殿
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核兵器禁止条約第１回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書

標記の議案を別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出する。

（別紙）

議員提出議案第６号

核兵器禁止条約第１回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書

現在、国際社会では、ロシア連邦によるウクライナ侵略や中東情勢の悪化を背

景に、極めて深刻かつ緊迫した状況が続いており、核保有国による核威嚇や核兵

器使用の懸念が一段と高まっている。

こうした状況の下、核兵器の開発・保有・使用を全面的に禁止し、被害者支援

や環境回復を規定する核兵器禁止条約（ＴＰＮＷ）は、核兵器の非人道性を国際

法上明確に位置づける重要な枠組みとして、その意義を一層強めている。

同条約は２０２１年１月２２日に発効し、本年２０２６年で５年を迎える。こ

れまでに締約国会議が３回開催され、核軍縮の具体的進展、被害者支援、環境回

復など、核廃絶に向けた具体的議論が積み重ねられてきた。

そして２０２６年１１月には、発効後初となる第１回再検討会議が開催され

る予定であり、これまでの取り組みを検証し、核なき世界に向けた国際的議論を

前進させる重要な節目となる。

核兵器の使用は、人道上深刻かつ回復不能な被害をもたらし、国際社会の安全

と人類の存続に重大な脅威を与えるものである。また、核兵器のない世界の実現

は、世代を超えて取り組むべき最重要課題である。

唯一の戦争被爆国であるわが国は、被爆の実相を国際社会と共有し、核兵器の

非人道性への理解を広げる歴史的責務を負っている。しかし、現時点で日本は同

条約を締結しておらず、国際的議論への関与が十分とは言えない。

こうした中、核兵器禁止条約第１回再検討会議へのオブザーバー参加は、日本

が核廃絶に向けた明確な意思を国際社会に示す重要な一歩となる。オブザーバ

ーとして参加することは、被爆の実相を世界に突きつけ、核兵器の非人道性を揺

るぎない事実として国際社会に刻み込む行動であり、同時に日本が平和国家と

して歩む決意を、より確固たるものとして示すことにつながる。

よって、和泉市議会は日本政府に対し、核兵器禁止条約第１回再検討会議へオ

ブザーバーとして参加し、核兵器廃絶に向けた国際的議論に積極的に関与する

ことを強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。

令和８年６月２６日

大阪府和泉市議会

内閣総理大臣、外務大臣 殿
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皇室の伝統に基づく安定的皇位継承を確保するための
法整備の早期実現を求める意見書

標記の議案を別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出する。

（別紙）

議員提出議案第７号

皇室の伝統に基づく安定的皇位継承を確保するための

法整備の早期実現を求める意見書

皇室は、わが国固有の歴史と伝統の象徴であり、国民統合の象徴として、国民

の間に深く根差している。皇位が連綿として継承されてきたことは、わが国の国

体の根幹であり、その安定的な継承を確保することは、国家の安寧と将来にとっ

て極めて重要な課題である。

現在、皇位継承資格を有する皇族方は少数であり、次世代の皇位継承者は秋篠

宮悠仁親王殿下のみという現状に鑑みれば、安定的皇位継承の確保は一刻の猶

予も許されない喫緊の国家的事案である。

政府においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」

に基づき、有識者会議による報告書が取りまとめられ、現在、国会においても各

会派間での協議が進められている。皇位継承の在り方は国家の基本に関わる極

めて重要な問題であり、わが国が古来より守り伝えてきた「男系継承」の重みを

尊重した上での、真摯な議論が求められる。

皇族数の確保のための具体的方策としては、有識者会議の報告書において、

「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること。ただし、その配偶者と子

は皇族としない」こと、および「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、

皇統に属する男系の男子を皇族とする」ことの二案が示されており、これらはす

でに多くの党・会派において共有可能な論点となっている。

よって、当議会は、国会および政府に対し、皇族数の減少という現実に真摯に

向き合い、これらの方策を政争の具とすることなく、超党派による真摯かつ速や

かな論議を促進し、今特別国会において皇室典範改正を実現することを強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。

令和８年６月２６日

大阪府和泉市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官 殿


